
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
・
建
設
省
令
第
五
号

道
路
交
通
事
業
抵
当
法
施
行
規
則

道
路
交
通
事
業
抵
当
法
を
実
施
す
る
た
め
、
道
路
交
通

事
業
抵
当
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
事
業
単
位
の
認
定
申
請
書
）

第
一
条
　
道
路
交
通
事
業
抵
当
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律

第
二
百
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
事
業
単
位
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
事
業
単
位
認
定
申

請
書
を
、
自
動
車
道
事
業
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
国

土
交
通
大
臣
に
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て
は
事
業
の

当
該
部
分
に
関
す
る
土
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
自
動
車
道
事
業
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
つ

て
そ
の
事
業
の
当
該
部
分
に
関
す
る
土
地
が
二
以
上
の

地
方
運
輸
局
長
の
管
轄
区
域
に
わ
た
る
と
き
は
、
事
業

の
当
該
部
分
の
主
と
し
て
関
す
る
土
地
を
管
轄
す
る
地

方
運
輸
局
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
当
該
事
業
単
位
に
つ
き
、
法
第
十
二
条
各
号
に
掲

げ
る
事
項

三
　
当
該
事
業
単
位
の
主
た
る
事
務
所
及
び
営
業
所
の

名
称
並
び
に
位
置

四
　
当
該
事
業
単
位
が
当
該
事
業
の
全
部
で
あ
る
か
ど

う
か
の
別

五
　
当
該
事
業
単
位
が
当
該
事
業
の
一
部
で
あ
る
と
き

は
、
次
条
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
の
説
明

２
　
当
該
事
業
単
位
が
路
線
を
定
め
る
事
業
又
は
特
別
積

合
せ
貨
物
運
送
を
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の

一
部
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
申
請
書
に

当
該
事
業
単
位
の
路
線
又
は
運
行
系
統
に
関
す
る
次
に

掲
げ
る
事
項
及
び
そ
の
他
の
路
線
又
は
運
行
系
統
と
の

関
係
を
明
示
し
た
路
線
図
又
は
運
行
系
統
図
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
起
点
及
び
終
点
の
地
名
及
び
地
番

二
　
主
た
る
経
過
地

（
認
定
基
準
）

第
二
条
　
国
土
交
通
大
臣
又
は
地
方
運
輸
局
長
は
、
前
条

に
規
定
す
る
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
そ
の

申
請
が
次
の
各
号
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る

と
き
は
、
事
業
単
位
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
事
業
の
当
該
部
分
の
用
に
供
す
る
事
業
用
自
動
車

及
び
主
要
な
施
設
が
そ
の
他
の
部
分
に
共
用
さ
れ
な

い
こ
と
。

二
　
事
業
の
当
該
部
分
の
路
線
、
事
業
区
域
、
営
業
区

域
、
運
行
系
統
又
は
一
般
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
が
独

立
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
事
業
の
当
該
部
分
の
分
離
に
よ
つ
て
、
当
該
事
業

に
属
す
る
路
線
又
は
事
業
区
域
に
お
け
る
輸
送
需
要

に
対
し
適
切
で
な
い
状
態
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い

こ
と
。

（
認
定
書
等
）

第
三
条
　
国
土
交
通
大
臣
又
は
地
方
運
輸
局
長
は
、
事
業

単
位
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
に
別
記
様
式
に

よ
る
事
業
単
位
認
定
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
又
は
地
方
運
輸
局
長
は
、
前
項
の
事

業
単
位
認
定
書
を
交
付
し
た
者
に
対
し
て
、
申
請
に
よ

り
事
業
単
位
認
定
証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
商
議
）

第
四
条
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
申
請

書
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
案
が
二
以
上

の
地
方
運
輸
局
長
の
管
轄
区
域
に
わ
た
る
と
き
は
、
関

係
地
方
運
輸
局
長
に
商
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
単
位
の
変
更
認
定
）

第
五
条
　
事
業
者
は
、
事
業
財
団
の
分
割
又
は
事
業
財
団

の
表
示
の
変
更
の
登
記
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
事

業
単
位
の
変
更
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
申
請
の
場
合
に
は
、
前
四
条
の
規
定
を
準
用

す
る
。

（
事
業
承
継
の
届
出
）

第
六
条
　
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
又
は

許
可
に
基
づ
く
権
利
義
務
を
承
継
し
た
者
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
事
業
承
継
届
出
書
を
、
当
該
事

業
の
種
類
ご
と
に
作
成
し
、
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
免

許
又
は
許
可
に
関
す
る
権
限
を
有
す
る
行
政
庁
に
速
や

か
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
承
継
人
及
び
被
承
継
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び

住
所

二
　
承
継
し
た
事
業
の
種
類
並
び
に
路
線
、
事
業
区

域
、
営
業
区
域
、
運
行
系
統
、
一
般
自
動
車
タ
ー
ミ

ナ
ル
の
名
称
及
び
位
置
又
は
利
用
運
送
に
係
る
運
送

機
関
の
種
類
及
び
貨
物
の
集
配
の
拠
点

三
　
代
金
の
額

四
　
代
金
を
納
付
し
た
時
期

２
　
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
の
休
止
期
間

の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
前
項
の

届
出
書
に
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
も
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
休
止
し
よ
う
と
す
る
路
線
又
は
事
業
区
域

二
　
休
止
期
間

三
　
休
止
を
必
要
と
す
る
理
由

３
　
第
一
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図

面
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
売
却
許
可
決
定
の
正
本
の
写
し

二
　
買
受
人
が
現
に
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
、
一

般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
、
自
動
車
道
事
業
、
自
動

車
タ
ー
ミ
ナ
ル
事
業
又
は
第
二
種
貨
物
利
用
運
送
事

業
を
経
営
す
る
者
で
な
い
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
道
路

運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七

十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
第
十
号
、
第
十
一
号
、
第

十
二
号
若
し
く
は
第
十
三
号
に
規
定
す
る
書
類
、
貨

物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
運
輸

省
令
第
二
十
一
号
）
第
三
条
第
六
号
、
第
七
号
若
し

く
は
第
八
号
に
規
定
す
る
書
類
、
自
動
車
道
事
業
規

則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
、
建
設
省
令
第
二
号
）
第

四
条
第
二
項
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号
若
し
く

は
第
十
二
号
に
規
定
す
る
書
類
、
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ

ル
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
運
輸
省
令
第
四
十

七
号
）
第
一
条
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
若
し
く
は

第
六
号
に
規
定
す
る
書
類
又
は
貨
物
利
用
運
送
事
業

法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
号
）
第

十
九
条
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号

に
規
定
す
る
書
類

三
　
買
受
人
が
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

百
八
十
三
号
）
第
七
条
各
号
、
同
法
第
四
十
九
条
第

二
項
各
号
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年

法
律
第
八
十
三
号
）
第
五
条
各
号
、
自
動
車
タ
ー
ミ

ナ
ル
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第

五
条
各
号
又
は
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年

法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
十
二
条
各
号
に
該
当
し
な

い
旨
を
証
す
る
書
類

四
　
路
線
を
定
め
る
事
業
又
は
特
別
積
合
せ
貨
物
運
送

を
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
あ
つ
て
は
、

路
線
図
（
事
業
の
一
部
を
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合

は
、
休
止
し
よ
う
と
す
る
路
線
を
明
示
し
た
路
線

図
）
又
は
運
行
系
統
図

（
報
告
）

第
七
条
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、

そ
の
旨
を
速
や
か
に
国
土
交
通
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
三
条
に
規
定
す
る
事
業
単
位
認
定
書
を
交
付
し

た
と
き
。

二
　
第
六
条
に
規
定
す
る
事
業
承
継
届
出
書
を
受
理
し

た
と
き
。

三
　
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
許
若
し
く
は

許
可
の
取
消
し
を
行
い
又
は
免
許
若
し
く
は
許
可
の

失
効
が
あ
つ
た
と
き
。

四
　
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
免
許
又
は
許
可

の
取
消
し
を
行
つ
た
と
き
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
七
年
八
月
二
十
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
九
月
三
〇
日
運
輸
省
令

第
五
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
一
年
八
月
一
日
運
輸
省
・
建

設
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
八
月
四
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
五
年
九
月
二
九
日
運
輸
省
・

建
設
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律

第
四
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
五
年
十
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
二
日
運
輸
省
・

建
設
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
・

建
設
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
及
び
貨
物
自

動
車
運
送
事
業
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
年
十
二
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
運
輸
省
・
建

設
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
一
月
二
五
日
運
輸
省
・

建
設
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
八
年
十
一
月
二
十
八

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
〇
日
運
輸

省
・
建
設
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
二
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
八
日
運
輸

省
・
建
設
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
一
一
日
国
土
交
通

省
令
第
一
〇
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
法
及
び
タ
ク
シ
ー
業

務
適
正
化
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
の
日
（
平
成
十
四
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

1



附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
月
二
〇
日
国
土
交
通

省
令
第
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
鉄
道
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
二
月
一
四
日
国
土
交
通

省
令
第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
鉄
道
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
二
八
日
国
土
交
通

省
令
第
五
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
七
日
国
土
交
通
省

令
第
八
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
十
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
二
月
二
八
日
国
土
交
通

省
令
第
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省

令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

別
記
様
式
（
第
３
条
関
係
）

別記様式（第3条関係）（昭41運建令1・全改、昭59運建令1・平2運建令1・平6運建令4・平12運建令18・一部改正）認定番号第号事業単位認定書申請者の氏名又は名称住所事業単位に係る事業の別事業単位に属する路線、事業区域、営業区域、運行系統、一般自動車ターミナルの名称及び位置又は利用運送に係る運送機関の種類及び貨物の集配の拠点業務の範囲を限定して行なつた免許に係る事業単位にあつては、その業務の範囲期間を限定して行なつた免許に係る事業単位にあつては、その期間事業単位の主たる事務所及び営業所の名称並びに位置事業単位が当該事業の全部であるかどうかの別上記につき事業単位と認定する。認定年月日国土交通大臣印又は地方運輸局長印（日本工業規格A4）  
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